
○　情報公開の運用状況

１　情報公開請求件数と処理状況

2 (2)

2 (2)

２　開示請求など実施機関別件数及び状況

(１) 町長

NO 区分

受付

決定

受付

決定

受付

決定

(２)　水道企業管理者

NO 区分

受付

決定

部分開示企画課

1
R4.5.19

0

0 0 0

開示
R4.5.24

開示税務課

令和４年４月27日執行「漏水調査業務委託」に係
る入札関係文書
①入札結果　②予定価格

上下水道課

処理年月日 請求内容 課室名 決定内容

R4.12.14

R4.12.13
地図データ（令和４年１月１日現在）

東北電力女川原子力発電所で令和３年７月12日に
発生した硫化水素流出労災事故に係る資料一式

R5.3.10

R5.1.17

0

0 0 0 1

令和４年度　女川町情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

処理年月日 請求内容 課室名 決定内容

2 2 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0

審査請求取下げ
非開示(うち文

書不存在)

1
R4.10.11

R4.10.21

女川町燃料価格高騰対策運送事業者支援金交付事
業申請書

産業振興課 部分開示

0 0

1 0 0 0 0

開示 部分開示

0 0

0 0 0 0

監査委員

固定資産評価
審査委員会

議　会

合　計

3

1

2

0

0

0

0

6

2

3

1 2 0

実施機関 請求件数

町長

水道企業管理者

教育委員会

選挙管理委員会

決定内容



(３)　教育委員会

NO 区分

受付

決定

受付

決定

３　不服申立てについて

　　審査請求　１件（却下）

○個人情報の開示等の実施状況

１　開示請求の状況について

0 件

　

２　不服申立てについて

0 件

　町では、日常の業務でたくさんの個人に関する情報を扱いながら、住民サービスの向上に努めています。

　しかし、その取扱いに適正を欠いた場合は、皆様のプライバシーが侵害されることになるため、個人情報の
取扱方法を定めています。この制度により、本町では皆様の大切な個人情報を厳重に管理し、保護していま
す。

　情報公開制度とは

　町が保有している情報を町民皆様からの請求により公開する制度です。
　この制度を実施することにより、行政がより一層開かれたものとなり、町民の皆様と町との信頼関係が
強化され、より公正な町政の運営が図られることを目指しています。

個人情報保護とは

指導要録及び調査書の開示件数や、開示の方針そ
の他開示の運用について分かる文書

平成29年度～令和３年度(令和３年度がまとまっ
ていなければ平成28年度～令和２年度)における
(牡鹿郡)中体連への助成額と同期間中の中体連の
収入、支出が分かる会計資料に関する文書

R5.2.13

R4.11.21

R4.6.9

R4.6.8 非公開

(文書不存在)

非公開

(文書不存在)
教育局

教育局

2

処理年月日 請求内容 課室名 決定内容

1


